
　

　

　

平成24年4月26日発行 

『「復興への道、甦る水」 仙塩浄化センター下水処理開始式』を開催しました。 

・仙塩浄化センターの復旧は４つのＳＴＥＰのうち、ＳＴＥＰ３「水質改善期Ⅱ」に移行しました。（復旧方針編参照） 
 汚水の浄化は昨年６月から仮設の設備により「簡易曝気処理」していましたが、今回、施設の復旧により水処理施

設の一部を震災前と同様の「生物処理」へと移行しました。 
 ４月２５日に生物処理の開始を下水処理の再開と位置づけ、「仙塩浄化センター下水処理開始式」を開催しました。 
 今回は４系列の内２系列において生物処理が可能となり、５０％の能力まで復旧しました。今後順次復旧を進め、
段階的に生物処理を拡大し、今年１２月までには全系列において生物処理に移行する予定です。 
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東日本大震災からの復旧は平成２５年７月までを予定しておりましたが、復旧工事の工程見直し、工

事施工各社の努力、浄化センター周辺住民の方々のご理解と御協力により、平成２５年３月に前倒し

することが可能となりました。今後も一日も早い復旧を目指して計画的に復旧を進めていきます。 

平成２４年１２月まで復旧 

平成２５年 ３月まで復旧 

今回「生物処理」開始 

被災及び復旧状況説明 生物処理状況視察（第２系列：生物処理） 

生物処理状況視察（第２系列：生物処理） 復旧工事視察（第１系列：復旧工事中） 
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